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平成29年度
栃木県生活衛生同業組合協議会定期総会を開催

　栃木県生活衛生同業組合協議会（加賀田敏雄会長）は、６月20日、宇都宮市内のホテルニューイタヤに
おいて、総勢約100名の会員・来賓出席の下、平成29年度定期総会を盛大に開催いたしました。
　まず最初に、加賀田会長挨拶の後、ご来賓として、県生活衛生課長　髙橋正典様、日本政策金融公庫宇
都宮支店長　山下恵庸様、同公庫佐野支店長　加藤久美子様からご祝辞を頂戴した後、議事に入りました。
　議事は、加賀田会長が議長となり、平成28年度事業実績報告など、すべての提出議案が満場一致で採択
され、引き続き、報告事項である協議会監事の選任、（公財）栃木県生活衛生営業指導センターの平成29年
度事業計画等について説明し、無事終了いたしました。

～ご出席いただいた会員の皆様、ご協力ありがとうございました。～

１　生活衛生同業組合の組織強化
２　（公財）栃木県生活衛生営業指導センターの事業に対する協力
３　各種表彰等の推薦
４　全国生活衛生同業組合中央会、各同業組合連合会、県内各同業
　組合相互の情報交換
５　関係行政機関の行う事業への参加並びに関係団体との連絡調整
６　生衛業の近代化・合理化対策のため、関係機関への要望・陳情
７　その他、目的達成のために必要な事項

平成29年度栃木県生活衛生同業組合協議会事業計画
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就任ごあいさつ

宇都宮市保健福祉部保健所　生活衛生課長　木　原　晴　子

　このたび、宇都宮市保健福祉部保健所生活衛生課　課長に着任しました木原
晴子でございます。日ごろから生活衛生行政をはじめとして、市政全般にわた
り特段のご理解とご協力をいただき、感謝申し上げます。
　さて、生活衛生営業は、地域に密着し、日常生活に必要不可欠なサービス・
商品を提供する、地域社会の活性に欠くことのできない存在でありますが、近
年の生活衛生営業を取り巻く環境は、個人消費の伸び悩みや、本格的な人口減
少社会を迎えることなどによる後継者不足の問題など、依然として厳しい状況

にあると伺っております。
　一方、景気回復が期待される明るいニュースといたしまして、昨年の本市への観光入込客数や外国人宿
泊者数は過去最高を記録したところであり、今後も、JR６社による観光キャンペーン「本物の出会い栃木
デスティネーションキャンペーン」などの大型イベントや、2020年の東京オリンピック・パラリンピック、
2022年の栃木国体が控えており、国内外から多くの誘客が見込まれます。観光客の皆様に魅力あふれる食
と観光を楽しんでいただくため、生活衛生関係営業の皆様には、より一層のおもてなしの充実と、安全・
安心なサービスの提供が、ますます重要となってまいりますので、引き続きご協力をお願いいたします。
　このような中、栃木県生活衛生営業指導センターにおかれましては、加賀田理事長を中心として、経営
面をはじめ、衛生水準の維持・向上などの様々な取組を通じて、魅力ある店づくりや生活衛生関連業界の
充実などに努めてくださっていることは、誠に心強い限りであり、本市といたしましても、皆様と連携、
協力し、保健・医療・福祉サービスの充実に努めてまいる所存ですので、引き続きご指導とご鞭撻を賜り
ますようよろしくお願いいたします。

　　夏の暑い盛りの７月11日、栃木支部は栃木市内のサンプラザにおいて平成29年度総会を開催しました。
総会は、鈴木栃木市長、指導センター田辺専務理事を始め多くの来賓をお迎えし盛大に開催されました。
平成28年度事業報告や決算報告など全ての議案が承認され、表彰式では、４名の方々が支部長表彰を受賞
されました。
　また、今年度は役員の改選が行われました。
　支部長は２期４年間にわたり栃木支部の発展にご尽力いただいたクリーニ
ング業生活衛生同業組合の石橋正英氏が勇退され、新たに理容生活衛生同業
組合の苗木安孝氏に就任していただくことが満場一致で承認されました。
　苗木氏は「栃木支部の発展のため、自分なりに一生懸命やっていきたいと
思います。会員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。」と抱負を述
べられていらっしゃいました。
　生活衛生同業組合の組合員の皆様方には、新体制となりました栃木支部へ
のご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。（栃木支部事務局）

平成29年度総会の開催と新支部長のご紹介（栃木支部）
支部だより

新支部長　苗木　安孝さん
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　　平成29年７月11日（火）、矢板市生涯学習
館において、平成29年度定期総会を開催し、
来賓として栃木県県北健康福祉センター桒野
哲実所長、矢板健康福祉センター薄井忠孝所
長、公益財団法人栃木県生活衛生営業指導セ
ンター田辺悦夫専務理事の出席をいただきま
した。
　平成28年度の事業報告や平成29年度の予算
など第１号から第５号まで、全ての議案につ
いて承認可決されました。第５号議案の役員改選では、平成25年度から２期、４年間支部長を務めた理容
組合矢板支部の栗田利道氏が退任し、美容業組合塩谷支部の渡辺稔氏が新支部長として就任することが承
認されました。
　今後、渡辺新支部長のもと、平成29年度の各種事業の活動を通じて、各組合員の経営の安定及び衛生水
準の向上を図っていきたいと思います。（矢板支部事務局）

矢板支部総会と新支部長のご紹介（矢板支部）
支部だより

総会風景（向かって前列左が勇退した栗田さん、右が渡辺新
支部長）

地域ふれあいたすけあい事業を実施して（興行組合）
組合だより

　６月24日、興行生活衛生同業組合（三井勝茂理事長）では、「宇都宮ヒカリ座」において、地域ふれあ
いたすけあい事業として映画『奇跡の子どもたち』の特別上映会を実施しました。
　本映画は、生まれながらにして「AADC欠損症」という稀少難病を患っている３名の子どもたちの成長
過程や遺伝子治療を受けて改善していく様子などを10年間にわたり記録したドキュメンタリー映画です。
　この事業は、映画を通じて、稀少難病に対する県民
理解の促進や高度先進遺伝子治療の進歩及び世界で初
めて治療が行われた本県自治医科大学附属病院の医療
チームの活動を、広く県民にお知らせすることを目的
として実施しました。
　上映会に先立ち、通常の映画宣伝活動のみならず、
各医療機関、関連団体、栃木県へ広報を依頼する一
方、各マスメディアに対しても取材依頼を行った結
果、上映会当日の入場者数は330名を超え、立ち見の
人もたくさんおりました。
　上映会に参加した人のほとんどが、稀少難病を患いながらも力強く生きている子供たちと、それを支える
周囲の人々の姿に深い感銘を受け、涙する姿も見受けられました。上映後のトークショーでは、稀少難病と
高度先進遺伝子治療及び本県自治医科大学附属病院の取り組みに対し理解を深めることができました。
　また、当日行ったチャリティー活動では、関係者のご協力により、多くの募金が集まり、栃木県難病団
体連絡協議会・病気と闘う子どもとご家族の滞在施設「とちぎハウス」・AADC欠損症家族会へそれぞれ
寄付させていただきました。（興行組合事務局長　三井覚）
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　去る６月27日、宇都宮市内のニューみくらにおいて、県生活衛生課　髙橋課長、見目課長補佐、福田主
査ご臨席のもと、県内に11ある協議会の支部長さん、支部事務局長さん、経営特別相談員部会長さんによ
る合同会議を開催しました。
　議事では、栃木県生活衛生同業組合協議会と(公財)栃木県生活衛生営業指導センターに関する平成28年度
事業報告や平成29年度事業計画、衛生水準の確保・向上事業への取組み等について説明後、支部事業にお
ける経営講習会や消費者懇談会等の実施について説明し、最後に「生衛法制定60周年等記念大会」の開催
について情報提供したのち、質疑を行い、出席者全員から了解を得ることができました。
　続いて、平成29年度経営特別相談員による巡回指導事業について、平成28年度は目標2,000件に対し実績
が1,376件であったことから、平成29年度は2,000件を達成できるよう特相員の一層のご尽力をお願いしまし
た。また、前回の合同会議でありました、指導カルテの見直し要望を踏まえ、今回、巡回指導に用いる指
導カルテの内容を見直し、業種別カルテの業種別種類を２種類から３種類に増やすこと、記入する項目数
を大幅に減らすことなどを提案し、全支部の特相員部会長から賛同していただけました。
　最後に、県生活衛生課からご発言をいただき、「指導カルテによる巡回指導事業は、経営特別相談員が各
店舗を巡回方式で訪問し、経営や衛生などの指導を行うことにより、県民生活における衛生水準の維持・
向上を図ることを目的としておりますが、一方で、組合員の店舗へ訪問し経営者との面談を通じ、組合役
員である特相員と会員さんが直接会って様々なことを話せるキッカケづくりになるものであります。つま
り、特相員は組合と組合員をつなぐパイプ役であり、本事業は、組合組織の充実、強化を図る観点からも、
大変、重要な事業であると認識しているので、活発な巡回指導をお願いしたい。」旨のご助言をいただき、
会議は終了しました。

クリーニング師研修＆業務従事者講習のお知らせ

　クリーニング師及び業務従事者は、３年に１回の研修等の受講が義務付けられています。
　今年度は下記の日程で実施します。該当する方には受講案内を郵送しますので必ず受講してください。
　なお、ご不明な点は、栃木県生活衛生営業指導センター（０２８－６２５－２６６０）へお問い合
わせください。

クリーニング師研修① 平成29年10月  3日（火） 安足健康福祉センター
クリーニング師研修② 平成29年10月31日（火） 宇都宮市保健所
業務従事者講習① 平成29年11月  7日（火） ウイング小山
業務従事者講習② 平成30年  2月  6日（火） 安足健康福祉センター

平成29年度第１回協議会支部長、経営特別相談員、
事務局長等合同会議を開催しました
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　平成29年７月及び８月に平成29年度生活衛生営業経営特別相談員研修会を県北・県央・県南ブロックの
３会場に分けて開催したところ、101名の方が受講されました。
　今年度は、全国的に取り組んでいる「最低賃金引上げ・厚生年金適用促進事業研修会」と合わせて実施
しました。主な研修内容は次のとおりです。

○　経営特別相談員制度の概要及びその役割について
　研修会の冒頭、当センターから、特相員制度の概要や役割、理・美容業に関する規制改革の実施、住
宅宿泊事業法（民泊新法）の成立、受動喫煙対策の強化に関する状況など生衛業界を取り巻く最近の動
きを交えて説明しました。

○　生活衛生改善貸付の概要及び有効活用について
　㈱日本政策金融公庫の宇都宮・佐野支店の融資課長から、生活衛生関係営業経営改善資金（衛経）の
限度額拡充に関する留意事項や各組合事務局から要望のあった推薦依頼書の記入方法、添付書類のチェッ
ク方法等について実践的な説明が行われました。

○　生衛業の税制について
　当センターが税務相談事業を委託している税理士から、今年度の税制改正により、配偶者控除、配偶
者特別控除が見直され平成30年度の所得税から適応されることや、消費税軽減税率導入補助金（レジの
導入）の継続など、生衛業への税制について講義が行われました。

○　生衛業の動向・経営について
　栃木県よろず支援拠点のコーディネーター（中小企業診断士）から、豊富な経験に基づく経営に関す
る実践的な講義とともに、最低賃金の現状、最低賃金引き上げの必要性、業務改善助成金に関する支給
対象者、支給要件、助成額、具体的な活用事例等について説明が行われました。

○　社会保険・労働保険制度について
　全国労働保険事務組合連合会栃木支部の葛西副会長（社会保険労務士）から、社会保険と労働保険に
関する基礎知識や加入のメリット、保険料及び雇用や処遇改善に関する助成金等について説明が行われ
ました。人材を確保するためにも社会保険に加入するよう強い勧誘がありました。

栃木県よろず支援拠点
コーディネーター　　半田　富男 講師

（一社）全国労働保険事務組合連合会栃木支部
副会長　葛西美奈子 講師

平成29年度経営特別相談員研修会を開催しました

　我々、生衛業界は、社会保険加入率が低いという全国データがあり、その中で、飲食業と旅館業は
特に低いと言われています。
　人手不足が表面化してきた昨今、優秀な人材を確保するためには、社会保険の加入や最低賃金の引き
上げなどへの適切な対応は大変重要なものです。全会員の店舗が社会保険に加入するよう努めましょう。

（指導センター事務局）

県央会場 県北会場
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生衛法の成り立ち 生衛組合の意義と活動

指導センターは
生衛業の皆さまの
サポーターです

栃木県指導センター 検索

どなたでも
相談できます

無料です

生活衛生営業指導センターは、
「生衛法」（昭和54年第8次改正）
に基づき、全国及び都道府県に、
それぞれ1つだけ設立される公
益財団法人です。
指導センターは、衛生水準の維
持向上及び利用者・消費者を擁
護する見地から生衛業の健全な
発達を図ることを目的として、生
衛業と生衛組合に対する支援活
動を実施しています。

生活衛生営業指導センターの実施事業

融資の相談

長期返済で低利の
「日本政策金融公庫
の生衛貸付」の申込
手続きなどのご相談に応じています。

顧客とのトラブル、税務申告、年金問題な
どについて顧問の弁護士、税理士、社会保
険労務士が応じています。

生衛業に関連するニュー
スやイベント情報、タイムリーな調査研究結
果などを発信しています。

提供するサービスや商品が厚生労働省の認
可基準を満たしているお店を「標準営業約
款登録店」とするＳマーク制度の普及・推
進を図っています。

経営や衛生などお店
の経営全般について
のご相談に応じてい
ます。

生衛業の基本的な問
題やタイムリーな話
題について定期的に
開催しています。

消費生活センター等と連携をとりながら、
消費者からの苦情相談に応じています。

福祉施設への奉仕など地域への支援活動、
災害発生時の貢献のための県との協定締結
などを行っています。

経営の相談

専門的な相談

研修会・
講習会の実施

行政や業界の
最新情報の発信

標準営業約款（Ｓマーク）の
策定・普及・推進

お問い合せ先は
各都道府県指導センター
ホームページで

苦情相談 その他、災害協定など

戦後の経済復興後の昭和20年代後半、
生衛業は著しい低料金店の出現などに端を
発し、過当競争、長時間労働が全国に広
がり社会問題化した

これに対し、衆議院では会期を
1日延長し、翌日、参議院修正
案を否決し、衆議院の原案
通り再可決した

こうして、生衛法は昭和
32年6月に制定された
組合の先人たちの努力と団
結、繰り返しの行動力が新
しい法律を産み出した

※生衛法…生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
（昭和32年当時の名称は「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」）

日比谷公会堂で1万人集会。
国会へデモ行進（昭和30年）

お客が奪われた！
大変な時代に
なってきたなぁ～

生衛業の皆さん！
議員立法で料金や営業
時間の適正化を図る法
律を提出いたします

料金規制は独禁法違反だ！
業者保護の法律は
認められない！

修正案は
骨抜き
法案だ！

ところが、国会では消費者
団体や労働者団体などか
ら猛反対があり、参議院で
は、低料金問題などの
解決にはほど
遠い修正案が
会期末当日に
可決された

こんなダンピング合戦では
我々は食べていけない！
経営の安定のため
みんなで
立ち上がろう！

生衛業者の

生活を守れ！

休みもほしい。
過当競争をなくし、
生衛業者の生活を
守る法律が必要だ！

生衛業の
皆さまを
守ります！

平成29年
で60歳！

生衛法の制定で業種ごと
に、各都道府県に１つ営業
者の自主的組織として同
業組合の設立が認められ
たんだ

当時の生衛業は市中銀行
からの資金借入れは容易
でなかった

組合の度重なる要求活動で
生衛業のための
金融公庫もできたんだ （昭和

 42年）

生衛法制定で、組合は
対外交渉力が強くなり、
生衛業者の社会的地位
も向上したんだね

生衛法は昭和54年の大改正で、
生衛業の振興と消費者保護が法
律の目的に追加されたんだ。指導セン
ターが新たに設立され、生衛組
合をサポートすることになったんだ

生衛組合は、地域の
安 全･安心の確 保、
地域の高齢化対応な
ど社会貢献活動
も実施しているんだ

「地域の健康づくり応援」
「訪日外国人の受け入れ体
制の整備」「地元行政と災
害地域協定の締結」など

生衛組合は地域の衛生水準の
向上に貢献しているんだ
皆さん！ 組合に加入して地域を
守りましょう！

当時は、生衛組合は、衛生水準の向上
と生衛業の経営の安定を図ることを目的
に、料金や営業方法（休日、営業時間）
に関する措置を実施することができた

昭和32年～33年にかけて
各地で続々設立されたんだ
組合加入率は90％以上
だったんだね！ 各組合の
全国連合会も誕生したんだ

生活衛生関係営業
（生衛業）17業種

生衛法

修正案

法案 理容・美容・興行場・
クリーニング・
公衆浴場・旅館ホテル
簡易宿所・めん類・
すし・喫茶・中華料理・
社交・料理・一般飲食・
食肉・食鳥肉・氷雪
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組合の行動力の成果です

組合には、
どなたでも加入でき、
加入すると
様々なメリットが
あります！

※組合加入メリットのリーフレットもご覧ください

生活衛生同業組合加入生活衛生同業組合加入生活衛生同業組合加入
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償（

食
中

毒
） 共

済
制

度
の

概
要

生
衛

組
合

に
加

入
す

る
と

、

日
本

政
策

金
融

公
庫

の

「
生

活
衛

生
融

資
」

が
有

利
な

条
件

で
利

用
で

き
ま

す

生
衛

組
合

に
加

入
す

る
と

、

日
本

政
策

金
融

公
庫

の

「
生

活
衛

生
融

資
」

が
有

利
な

条
件

で
利

用
で

き
ま

す

ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ー
ド

組
合

加
入

で
手

数
料

率
の

優
遇

。
そ

の
分

利
益

ア
ッ

プ
し

ま
す

。
※

各
業

の
特

性
に

応
じ

て
実

施
さ

れ
て

お
り

、
　

取
扱

い
の

な
い

組
合

も
あ

り
ま

す
。

Ｎ
Ｈ

Ｋ
受

信
料

組
合

を
通

じ
て

の
お

支
払

で
6
3

％
の

大
幅

割
引

。
大

変
お

得
で

す
。

※
全

国
旅

館
ホ

テ
ル

組
合

カ
ラ

オ
ケ

著
作

権
料

毎
月

2
0
%

の
割

引
(
年

払
い

は
3
0
%

)。
B

G
M

も
2
0
％

割
引

で
す

。
※

社
交

組
合

や
飲

食
関

係
・

旅
館

ホ
テ

ル
組

合

＜
例

1
＞

経
費

節
約

＜
例

2
＞

金
利

負
担

縮
減

＜
例

3
＞

経
費

節
約

国 ↓
全

国
中

央
会

↓
全

国
連

合
会

↓
都

道
府

県
組

合
↓ 支
部 ↓

組
合

員

♦
各

組
合

の
団

体
保

険
制

度
の

詳
細

は
、

都
道

府
県

組
合

又
は

都
道

府
県

指
導

セ
ン

タ
ー

に
お

問
い

合
わ

せ
下

さ
い

。

飲
食
店
営
業
の
例

（8）平成29年８月30日 第137号生 活 衛 生 と ち ぎ


